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九
州
電
力
の
川
内
原
発
一
号
機
の
再
稼
働
に
係
る
政
府
の
見
解
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

菅
義
偉
官
房
長
官
は
、
本
年
八
月
十
一
日
の
記
者
会
見
で
、
九
州
電
力
の
川
内
原
発
一
号
機
に
つ
い
て
、
「
再
稼
働
を
判
断

す
る
の
は
事
業
者
で
あ
り
、
政
府
は
万
が
一
事
故
が
起
き
た
場
合
に
先
頭
に
立
っ
て
対
応
す
る
責
任
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い

る
。
同
日
、
川
内
原
発
一
号
機
（
鹿
児
島
県
薩
摩
川
内
市
）
は
原
子
炉
が
再
稼
働
さ
れ
た
。
ま
た
、
新
規
制
基
準
に
基
づ
く
再

稼
働
は
全
国
初
で
あ
る
。

右
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

原
発
再
稼
働
を
す
る
か
し
な
い
か
最
終
的
に
判
断
す
る
の
は
、
電
力
会
社
で
間
違
い
な
い
か
。

二

川
内
原
発
一
号
機
（
鹿
児
島
県
薩
摩
川
内
市
）
が
再
稼
働
さ
れ
た
が
、
川
内
原
発
一
号
機
（
鹿
児
島
県
薩
摩
川
内
市
）

に
、
東
京
電
力
福
島
第
一
原
発
事
故
の
よ
う
な
原
発
事
故
が
起
こ
っ
た
場
合
、
最
終
的
な
責
任
は
誰
が
負
う
の
か
答
え
ら
れ

た
い
。

右
質
問
す
る
。


